
　行政相談は行政相談委員、人権相
談は人権擁護委員が担当します。
＊ 相談の際は事前にご連絡をお願い
します。

五所川原地区（行政相談）
▷10月13日㈭　10：00～12：00
▷10月27日㈭　10：00～12：00
　市役所１階相談室１Ａ
問い合わせ先…市民課　内線2320
金木地区（行政・人権合同相談）
▷10月12日㈬　10：00～12：00
　金木総合支所　相談室
問い合わせ先
　金木総合支所　内線3130
市浦地区（行政・人権合同相談）
▷10月４日㈫　10：00～12：00
　青森あすなろホール市浦
問い合わせ先
　市浦総合支所　内線4011
法務局人権相談
▷月曜日～金曜日（祝日を除く）
　8：30～17：15
　五所川原支局１階人権相談室
問い合わせ先
　青森地方法務局五所川原支局
　℡34－2330

　市民の皆さんが、毎日の暮らしの
中で、道路・河川、年金、医療保険、
老人福祉、登記、労働基準、雇用保
険、自動車検査・登録、窓口サービ
スなど、国や地方公共団体等が行う
仕事に関する苦情や意見・要望など
があったときに、身近な相談相手と
なるのが、行政相談委員です。
▷苦情を直接申し出にくい
▷ 要望や相談について、どこへ話を
したらよいか分からない

などがありましたら、お気軽にご相
談ください。相談は無料で、相談者

の秘密は厳守します。
　なお、市では定期的に行政相談日
を設けています。開設日時は、毎月
の広報をご覧ください。
問い合わせ先…市民課　内線2320

入札参加資格の審査申請などに伴い、
国税の納税証明書が必要な方へ
　現在、税務署では、スマートフォ
ンやパソコンでe-Taxへアクセスし、
納税証明書を請求するオンライン請
求をお勧めしています。
　「納税証明書交付請求書」を送信
することで、請求時に設定した指定
日に、ほとんど待つことなく税務署
窓口で納税証明書の交付を受けるこ
とができます。
　また、電子署名を付与してe-Tax
から請求書を送信し、インターネッ
トバンキング等で交付手数料を支払
うことで、税務署へ出向くことなく
データや郵送での受領も可能です。
　データによる受領については、昨
年７月から機能が拡大され、ＰＤＦ
ファイルで納税証明書データを受領
し、自宅または事業所のプリンター
もしくはコンビニエンスストアのマ
ルチコピー機から印刷することが可
能となり、本年９月からはスマート
フォンによる電子納税証明書（ＰＤ
Ｆファイル）の請求が可能となる予
定です。
　電子納税証明書（ＰＤＦファイル）
は、１枚分の手数料で何枚でも印刷
して使用することができるため、特
に入札等で複数の提出先に同じ内容
の納税証明書を提出する事業者の方
にとっては、手数料が安く済むなど
メリットが大きくなっています。
　詳しくは、e-Taxホームページ（ht
tps://www.e-tax.nta.go.jp）をご確
認ください。
問い合わせ先
　 五所川原税務署　管理運営・徴収
部門　℡34－3136（番号案内のアナ
ウンスが流れますので２番を選択
してください）

　令和５年３月から使用する農業用
免税軽油使用者証・免税証の交付申
請を次のとおり受け付けます。希望
する方は必要書類をそろえて、申請
してください。
日時…12月１日㈭～28日㈬　
　　　9：00～15：00
場所…五所川原合同庁舎　県税部内
必要書類等
① 耕作証明書（市農業委員会で発行
したもの）
② 免税軽油使用者証（初めて申請す
る方を除く）
③返信用郵便切手414円分
④ 使用機械の譲渡証明書（初めて申
請する方および使用者証登録機械
に追加のある方のみ）
⑤ 県証紙400円分（初めて申請する方、
使用者証の有効期限が切れる方、
使用者証登録機械に変更のある方、
使用者証を紛失した方）
＊詳細はお問い合わせください。
問 い合わせ先…西北地域県民局県税
部課税課　℡34－2111　内線207

　厚生労働省では、ＤＮＡ鑑定によ
り戦没者遺骨の身元を特定してご遺
族のもとへご遺骨を返還する事業を
行っています。鑑定にかかる費用は
全額国が負担します（ただし、郵送
料は除く）。
　申請書は、厚生労働省に電話で請
求できますので、詳しくはお問い合
わせください。または厚生労働省の
ホームページからダウンロードする
こともできます。

＊ 市役所市民課および金木・市浦総
合支所総合窓口係にもチラシがあ
ります。

問い合わせ・申請先
　厚生労働省　℡03－3595－2219
　（平日のみ9：30～18：00）

行政・人権相談

人権擁護啓発メッセージ
（令和３年度人権教室より／東峰小５年生）

『困っている人がいたら、優し
く声をかけて気遣ったらいい』

ぎ ょ う せ い 農業用免税軽油使用者証・免
税証の交付申請を受け付けます

戦没者遺骨をご遺族のもと
へ！戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定

納税証明書がオンラインで
請求できます

困ったら一人で悩まず行政相談
10月17日㈪～23日㈰は
『行政相談週間』です

詳細はホームページを
ご確認ください

戦没者遺骨DNA鑑定

ぎぎぎ ょょょ ううう せせせ いいい
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